
研究ノート

北海道における失業・不安定就業問題（Ⅱ)

―季節労働者の就労と生活―

川 村 雅 則

Ⅰ．は じ め に

建設政策研究所（略称，建政研）北海道セ

ンターでは，季節労働者を対象にした調査研

究をこの間進めてきた 。昨年（2007年）12

月に，あらためて，規模を拡大した郵送調査

を行い，その結果をまとめたので報告する。

調査研究の問題意識などは，基本的に前回と

同様である。詳細は川村（2007）を参照され

たい。以下に簡単にまとめておく。

「構造改革」の進展にともない，様々な領

域で所得の再分配構造が崩れ，格差・貧困が

拡大している。「遅れた」地域であり，「遅れ

た」産業である北海道の建設産業では，「三

位一体改革」や公共事業「改革」が進み，

建設市場は急速に縮小している。加えて，耐

震偽装問題にともなう建築確認審査の強化は，

建築着工を大幅に遅らせ，仕事を激減させる

という弊害をもたらした 。仕事にアブれる

季節労働者が増えているという。本来であれ

ば，貧困 への対策こそが求められているこ

うした状況にあって，それに相反する措置，

すなわち，彼らの生活を不十分ながらも支え

てきた，特例一時金の減額，冬期技能講習助

成給付金制度の廃止という措置が2007年度

の冬から実施された。灯油代など物価の高騰

は彼らの生活をさらに追い詰めている。彼ら

の就労や生活の実態を明らかにし必要な対策

を検討する作業が求められている。

Ⅱ．調査の概要

今回の調査も，前回同様に，建政研のメン

バーでもある全日本建設交運一般労働組合

（略称，建交労）北海道本部が主催した冬期

技能講習を過去に受講した経験のあるものを

対象に行った（2000年度以降の講習受講者

が対象）。なお，私達の調査研究で対象とし

ている季節労働者は，政府がその数の根拠と

している短期雇用特例被保険者だけに限らな

い。すでに現役を退いた季節労働者（アルバ

イト就労等に移行したものも含む）や，就労

日数が満たないために政府の統計からは消え

ていった季節労働者も含めている。但し，前

回調査と異なり，対象者の業種は，建設産業

に限定はされていない。

調査の方法も前回と同様である。調査票を

対象者に郵送し，回答してもらった上で，同

封の返信用封筒にいれて返送してもらった。

但し，調査の実施規模は拡大した。すなわち，

前回の調査は，名簿の整理しやすかった札幌

圏や旭川圏を中心とする6,309人の季節労働

者に調査票を郵送した のに対して，今回は，

合計で15,698人に対して調査票を郵送した

（表０）。なお郵送（発送）作業は，12月２

日に行った。

郵送の結果，宛先不明等で調査票2,318部

がそのまま戻ってきた。それらを除く

13,380部のうち，12月27日時点までに回収

されたのは2,161部である。そのうち，現在

― ―87



は就労していない ・本人が入院・本人が死

亡などの理由で回答がされていなかった27

部を除く2,134人分を分析の対象とした。但

し自由回答については返送されてきた全てを

記載している。

なお，⑴無回答は除いて計算しているので，

各設問における合計人数は必ずしも一致しな

い。⑵資料 に自由回答を記載した。【 】

で囲った数値は回答者の番号である。一部を

本文中にも用いた。⑶資料 として，次に示

す調査結果の一覧表を作成した。

ア回答者全体の集計

イ男女別クロス集計

ウ就労状況（就労群／非就労群) 別クロ

ス集計

エ生活保護受給希望者群 の男女別クロス

集計

オ男性・年齢別クロス集計

カ男性・本人の就労状況×世帯員の就労状

況別クロス集計

キ女性・年齢別クロス集計

ク女性・本人の就労状況×世帯員の就労状

況別クロス集計

ケ居住地域別クロス集計

Ⅲ．調査の結果

１．回答者の属性等

はじめに今回の調査回答者の属性等を簡単

にみておこう（表１－１）。

今回の調査では，前回の調査に比べて高齢

者や女性が多く把握された。また，前回は札

幌圏が中心だったのに対して，今回は旧産炭

地域である空知が最多である（21.4％)。

さて，2007年にわずかでも働いた経験が

ある回答者（調査時点で働いていたケースも

含む）は全体の８割を超えた（83.1％）。そ

して第一に彼ら就労群の７割（72.2％）が

「季節雇用」で働いている（掛け持ちを含

む) 。第二に就業先は，男性では「建設業」

が 多 く（73.0％），女 性 で は「農 業」

（31.5％），建 設 業（29.6％），そ の 他

（22.0％）の順である。第三に職種は，男女

ともに「普通作業員」が４割弱を占めるが，

女性では，「その他」が最も多い（46.8％）。

以下では，高齢者層（60歳以上），60歳未

満層，生活保護の受給を希望している回答者

群ごとにわけて，彼らの直面している問題を

みてみる。
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配布
部数

受取
拒否

宛先・
転居先
等不明

配送済部数

石狩 1,095 226 869 6.5
後志 1,039 112 927 6.9
道南 320 15 305 2.3
空知 3,054 1 365 2,688 20.1
胆振 2,302 516 1,786 13.3
日高 733 132 601 4.5
道北 62 2 60 0.4
北網 1,386 97 1,289 9.6
十勝 2,573 406 2,167 16.2
釧根 3,134 2 444 2,688 20.1

合計 15,698 3 2,315 13,380 100.0

表０ 居住地域別にみた調査票の配布部数等
単位：部，％

本調査 前回調査

有効回答 2,134人 711人

年齢 60歳以上 57.7％ 44.4％

70歳以上（再掲) 20.8％ 9.4％

性別 男性 73.6％ 84.8％

女性 26.4％ 15.2％

居住地 空知21.4％ 札幌圏47.7％

十勝17.6％ 旭川圏24.8％

胆振14.6％ 美幌町等14.3％

釧根14.4％

北網12.0％

注：居住地の分類は本調査と前回調査とで一致しな
い。また10％以上の地域だけを記載。

表１―１ 本調査及び前回調査における回答者の属
性
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２．高齢期の脆弱な社会保障

まず高齢の季節労働者の直面している問題

をみていこう。主として男性の結果をとりあ

げる。

わが国では，「生きがい」目的で働く高齢

者が多いとされる。例えば，総務省「労働力

調査」によれば，男性65歳以上人口1,112

万人のうち325万人（29.2％）が，女性の場

合は1,513万人のうち196万人（13.0％）が，

それぞれ労働力人口に該当する。

本調査の結果は，この数値をさらに上回る

（図２－１）。例えば70歳以上に限定しても，

男女それぞれ約６割が働いている（但し本調

査では，不定期の仕事やシルバー人材の登録

なども就労に含む）。「労働力調査」と本調査

では設計や定義が異なるため直接の比較はで

きないが，年金だけでは生活が困難な状況が，

高齢の季節労働者の就労の背景にあるといえ

よう。

ここで，彼らの就労について簡単にみてお

こう。例えば男性70歳以上をとりあげると，

業種の最多は建設業（47.3％）である。４月

から11月までの８ヶ月間の就労日数（平均

値）は102日で，１日の労働時間も短いわけ

では決してない（８時間台が61.9％で，８

時間以上が78.1％）。もっとも，処遇につい

ては低い。すなわち，基本日額が7,715円

（平均値），2007年の賃金収入はほぼ全員

（90.3％）が200万円未満にとどまり，雇用

保険に未加入のものは47.8％に達する（シ

ルバー人材センター群を含む）。

さて，もちろん，高齢者一般がそうである

ように，季節労働者においても，高齢者層を

中心に持ち家率は高い（例えば男性70歳以

上では「持ち家・分譲マンション」 が

80.0％）。だがこうした高齢者の資産の保有

状況から展開されるいわゆる「高齢者裕福

論」は正確ではない。高齢期においては，現

役時代の所得に応じて所得格差が大きくあら

われることになるからだ。

すなわち（図２－２），年金受給者のうち，

男性では，全体の６割弱（57.3％）が月に

10万円未満の受給額である。女性にいたっ

ては，９割（92.3％）が10万円未満で，さら

に４割（40.6％）は５万円未満にとどまる 。

なお，現在年金を掛けている ものの半数弱

は国民年金加入である（無年金の問題につい

ては後述）。

【0037】現在年金受け取っているが，年金が

12万では生活が苦しいのでアルバイトしなけ

れば生計出来ない。アルバイトの仕事も，建

設業では他も同様ですが，不足しており賃金

が安い。（男性，70歳，苫小牧市)

【0730】高齢の為仕事はあまり出来ないが生活

の為に無理して仕事に行く。幸いな事に誰彼

の出来る仕事でないので指名で仕事に出てい

くが，今年で終わりだと思うが其の後の事が

心配だ。妻は脳溢血で右半身不自由の體で今

日もリハビリセンターに通う。高齢者の医療

保険が高くなるとか。どうしようもない世の

北海道における失業・不安定就業問題（ )(川村)

図２－１ 全体，男女別及び男性・年齢別にみた就労率
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中，早くむかえが来てくれないかと祈るのみ。

厚生年金は本人40,000，妻50,000です。（男

性，80歳，登別市）

なお，世帯におけるその他の収入源（但し，

本人及び家族の就労収入，本人の年金収入は

除く）も，せいぜい「家族の年金収入」（遺

族年金も含む）がみられる程度だが，その割

合も，男性60歳代で21.3％，70歳以上でも

36.2％にとどまる。そして，後でもみるとお

り，70歳以上では３割（29.8％）が生活保

護の受給を希望しているのである。

ところで，女性の低賃金問題は，夫の「家

族賃金」などの条件が存在する限りにおいて

はさしあたり顕在化しないが，季節労働者の

場合は，夫婦で季節労働者というケースが少

なくない。また，単身・離死別という条件が

女性の貧困リスクを高める。

図２－３のとおり，高齢の女性季節労働者

には一人暮らし世帯の割合が少なくない。そ

のうち，例えば70歳以上では（資料Ⅱ参

照），７割はなおなんらかのかたちで働いて

いたり，持ち家率が高い（78.3％）とはいえ，

年金受給額の低さは先にもみたとおりである

（85.7％が10万円未満，23.8％は５万円未

満）。ゆえに生活意識においても「大変苦し

い」は57.9％に，生活保護を希望するもの

は46.2％に，それぞれ達する（なお70歳以

上 の 女 性 全 体 で は そ れ ぞ れ 36.0％，

25.8％）。

３．60歳未満にみる不安定就労・生活

続いて，回答者全体の状況をみながら，

30～50歳代といういわゆる働き盛りの年齢

層に焦点をあてて，季節労働者の就労・生活

の不安定さを確認する。

第一に，４月から11月まで（８ヶ月間）

の就労日数の平均値は，男性で146日，女性

では133日である（表３－１）。高齢者に比

べると多いとはいえ，例えば男性40歳代，

50歳代であっても，８ヶ月間の就労日数が

160日に満たないものがそれぞれ４割弱

（37.3％，38.9％）みられる。

第二に，賃金収入が低い。基本日額（平均

値）は，男性で9,510円，女性では6,181円

図２－３ 年齢別にみた一人暮らし女性の割合

図２－２ 男女別にみた年金受給額（月額)
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にとどまる。年齢別にみても男性40歳代の

10,199円が最高額である（職種別でみると

「大工」が12,132円で最高額）。

また，2007年の年間賃金収入（図３－１）

は男性で60.1％が，女性ではほぼ全員

（97.9％）が，200万円に満たない。貧困ラ

インをどこにひくかの議論はさておき ，こ

うした低い収入水準では，貧困の固定化，世

代間における貧困の再生産という事態の発生

が懸念される（例えばわが国の教育分野にお

ける私的負担の高さを想起されたい ）。

しかも，就労日数等はさらに減少している

ようで（表３－２），半数強がア「仕事の量

が減っている」と回答し，全体の３分の１が

イ「仕事の見通しが立たない」と回答してい

る。

ところで，先に年金受給者の受給額の低さ

を指摘したが，年金をめぐっては，無年金の

表３－１ 全体，男女別及び男性・年齢別にみた４月から11月まで（８ヶ月間）の就労日数

性別 男性・年齢別
全体

1,650人
男性

1,224人
女性
420人

20歳代
30人

30歳代
87人

40歳代
144人

50歳代
416人

60歳代
408人

70歳以上
186人

140日未満（単位：％） 38.1 34.9 46.7 10.0 10.7 14.9 22.8 44.5 72.7

160日未満（単位：％） 56.6 52.0 69.5 26.7 21.4 37.3 38.9 63.8 86.6

平 均 値（単位：日） 143 146 133 174 171 164 161 136 102

標準偏差（単位：日） 47 47 45 25 34 34 36 48 50

図３－１ 全体，男女別及び男性・年齢別にみた年間の賃金収入

表３－２ 男性・年齢別にみた仕事上での問題状況（複数回答可)
単位：人，％

男性全体 60歳未満 60歳以上

1,229 100.0 658 100.0 569 100.0

ア仕事の量（就労日数）が減っている 641 52.2 358 54.4 281 49.4

イ仕事の見通しが立たない 341 27.7 214 32.5 127 22.3

ウ雇用期間が短い 342 27.8 186 28.3 156 27.4

エ賃金が安い 614 50.0 384 58.4 229 40.2

オ労働時間が長い 140 11.4 80 12.2 59 10.4

カ体力的にきつい 272 22.1 158 24.0 114 20.0

キ職場の人間関係がよくない 166 13.5 109 16.6 56 9.8

クその他 48 3.9 28 4.3 20 3.5

― ―91北海道における失業・不安定就業問題（ )(川村)



問題もある（図３－２）。すなわち，年金未

加入者（「一切入っていない」）は60歳未満

に限ると19.1％も存在する（60歳以上でも

10.0％）。おりしも，生活保護受給者には年

金未加入者が多いという厚生労働省の調査結

果が発表された 。現在の高齢季節労働者層

がかろうじて年金に加入できたのに対して，

これから60歳のラインを超える層には年金

未加入者が多く，問題の深刻化が懸念される。

【1682】１月から３月（３，４ヶ月）収入が激

減，生活の蓄えもなく，仕事なく，国保，国

民年金も払えなく灯油代も今現在病気もなく

それだけが救いです。私達季節労働者は，冬

に仕事さえあれば生活が安定し生きていけま

すが50日給付もなくなったらどうすればいい

のでしょうか。（男性，56歳，滝川市）

【1891】無年金者なので，元気で働けるあいだ

はいいが，働けなくなったら，この先，生活

保護も考えている。（男性，66歳，釧路市）

年金に加えて深刻なのが，医療保険制度を

めぐる問題である（表３－３）。

すなわち，第一に，保険料の高さなど問題

はいろいろあるにせよ「国民皆保険」が達成

されているはずの今日，数はわずかとはいえ，

なお無保険者が存在することである。すなわ

ち男性全体の23人（1.6％）が「年間を通じ

て無保険」で，これに「（夏場は社会保険で）

冬は無保険」27人をあわせると，比率は

3.4％に及ぶ。

【1911】冬期，保険料が安ければ国民保険にで

も加入したいが，収入は見込めないので，無

保険状態。とりあえず病気もないので，歯の

治療などは会社の保険があるうちに治療して

いるが，先が不安である。冬も仕事があれば

楽なのだが。年金は仕方なく，老後のために

工面している。（男性，58歳，苫小牧市）

第二に，回答者の多く（半数強）が加入し

ているのが，「休業保障」のない国民健康保

険（以下，国保) である点もそうだが，そ

の国保の保険料の滞納者が少なくない（男性

60歳未満ではじつに37.4％），そしてそのこ

とにともない，正規保険証以外を使っている

図３－２ 性別，男性・年齢別にみた無年金者の割合

表３－３ 全体，性別，男性・年齢別にみた医療保険をめぐる問題

全体 男性全体 女性全体

60歳未満 60歳以上

医療保険 年間を通じて無保険 25人 23人 16人 7人 2人
冬場は無保険 32人 27人 22人 5人 5人

滞納状況 滞納している 18.7％ 20.8％ 37.4％ 13.3％ 10.7％

保険証種類 正規保険証以外 13.7％ 14.7％ 24.2％ 9.9％ 9.0％

年間保険料 30万円以上 22.3％ 23.8％ 32.5％ 19.8％ 17.7％
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層も少なくない（同24.2％）。

第三に，所得水準の低い層が加入者の多く

であるにもかかわらず国保の保険料が高いこ

とで，年間の保険料が30万円以上のものは

３割を超えている。

【0506】給料が安いのに税金，保険料（国保）

年金等の支払いが多く，滞納額がドンドン

年々膨らみ督促が来たり，電話が来たり精神

的に追い込まれてきている。何とかしなくて

は と思ってはいるのですが，仕事が今年は

かなり少なく，子供達にお金がかかることも

あり現在どうにもならない状態です。今期の

冬の失業手当のもらえる日数も減り，奨励金

も廃止され，冬仕事がほとんどない中でどう

生活していけばよいのか，まったくわからず

冬が来ると夫婦の仲もお金のことであまり良

いとはいえません。今後の生活や仕事が安定

してくれないと，このままではドンドン首が

絞まってくるのは目に見えているのですが，

日々不安な毎日を送っています。（男性，39

歳，苫小牧市）

【1784】国民年金や税金の取立てが容赦なくき

ます。サラ金の取立てよりも厳しいと思いま

す。仕事がない上，税金は増えるばかり。正

直どうしていいのか？ わからないです。（男

性，34歳，岩見沢市）

以上のような状況を反映し，60歳未満で

は，生活費，税・保険料，老後の生活設計，

加えて，失業等に対する不安を感じているも

のが多く（表３－４），また生活意識につい

て は，「大 変 苦 し い」で 半 数 を 占 め

（50.4％），「やや苦しい」36.0％をあわせる

と８割を超える 。

４．生活保護受給希望者

本調査では，生活保護の受給を希望するも

の（現在受給中を含む）は，例えば男性全体

では２割（20.8％）に及んだ（図４－１）。

受給希望は，年齢でいえば高齢者層で多く，

就労／非就労別でみると後者で多かった。自

由回答をみても，生活苦のためにすでに申請

して支給が開始されているケースもあれば，

却下されたり申請を躊躇しているケースもみ

られる。

【0335】持家がある為に，生活保護が受けられ

図４－１ 全体，性別，就労状況別，男性・年齢別にみた生活保護受給希望の割合

男性全体 60歳未満 60歳以上

「老後の生活設計」 63.9％ 「生活費」 69.5％ 「老後の生活設計」 65.5％

「生活費」 60.4％ 「税・保険料」 62.8％ 「生活費」 52.1％

「税・保険料」 54.8％ 「老後の生活設計」 62.2％ 「税・保険料」 47.2％

「失業・廃業，倒産等」 40.8％ 「失業・廃業，倒産等」 59.1％ 「医療費」 42.3％

「自分や家族の健康」 39.4％ 「自分や家族の健康」 40.1％ 「自分や家族の健康」 38.9％

表３－４ 男性・年齢別にみた生活上の不安（上位５種)
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ずに非常に困っています。何とかなります

か？（男性，60歳，新ひだか町）

【1396】仕事がしたくても仕事がない。生活が

苦しいので生活保護を受けたいが，受けると

車がもてなくなる，車がなくなると仕事が来

ても働く事が出来なくなり，また，私の居る

所は店も遠く車がなければ買い物も不便で大

変です。（男性，65歳，釧路市）

生活保護の受給を希望しているのは，どの

ような状況におかれ，どのような状態にある

ひとたちなのか，もう少し詳しくみていこう

（表４－１）。男性の希望者群225人を対象と

する（Ａ群。ここでは，現在受給しているも

のあるいは現在の受給状況が不明なものは除

いている）。受給希望者とそうでないものの

就労・生活状況を比較するために，60歳未

満（多くは50歳代）の希望者群（Ｂ群）と，

Ｂ群を除く50歳代の季節労働者群（Ｃ群）

についてもまとめた。

第一に，表には記載していないが，受給希

望者の年齢構成は，「60歳未満（主として50

歳代）」41.1％，「60歳代」31.7％，「70歳以

上」27.2％である。全体の８割（80.4％）は

働いている。

第二に，就労者全体の７割（69.3％）は季

節雇用である。但し就労日数や賃金収入等は

少ない。同じ年齢で比較しても（Ｂ群とＣ

群），就労日数が短い代わりに雇用保険未加

入率が高く，また年収200万円未満の割合も

高い（71.4％）ことがわかる。

第三に生活面での不安定さも，一般の季節

労働者に比べて目立つ。すなわち，持ち家率

が低いほか，高齢者が多いにもかかわらず公

的年金に加入していない割合が高い（表には

記載されていないが，年金受給金額も，５万

円未満が23.9％，10万円未満が78.4％と低

額に集中している）。さらに，国保滞納者も

多い。

そして第四に，健康面で不調を訴えるもの

が多い。因果関係（順序）はさておき，健康

を害して十分に働くことができずに生活が困

Ａ．男性・生活

保護受給希

望者群全体

225人

Ｂ．うち

60歳未満

92人

Ｃ．50歳代

季節労働者群

296人

ア季節雇用比率 69.3％ 77.0％ 82.3％

イ就労日数（平均値） 132日 147日 165日

ウ雇用保険未加入者比率 23.6％ 16.3％ 7.7％

エ基本日額 8,670円 8,923円 10,256円

オ年収200万円未満比率 78.7％ 71.4％ 43.0％

カ持ち家率 56.3％ 46.7％ 68.1％

キ年金未加入率 24.4％ 29.7％ 13.0％

ク医療無保険比率 5.6％ 12.5％ 3.1％

ケ国保滞納比率 33.3％ 52.9％ 27.0％

コ生活意識（大変苦しい）比率 74.3％ 81.5％ 45.4％

サ体調不調比率 45.5％ 47.8％ 32.1％

注１：Ａは，現在生活保護を受給しているもの及び受給状況が不明の者は除く。

注２：Ｃは，生活保護の受給を希望しているものと，生活保護を受給しているものを除いてあら

ためて計算した（よって資料 の一覧表の「50歳代」の数値とは異なる）。

注３：ａは，医療保険の種類が「年間を通じて無保険」「夏場は社会保険で冬は無保険」の合計。

注４：ｂは，現在の健康状態が「やや不調」と「非常に不調」の合計。

表４－１ 男性・生活保護受給希望者群全体及び60歳未満，季節労働者（50歳
代）の就労・生活等
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窮に陥る，あるいは健康を害しながらも働き

続けるというそのことがまた健康回復を妨げ

ている，という悪循環が示唆される（もっと

も，こうした無理をおして働いているケース

は，生活保護希望者群に限らず散見される。

自由回答を参照）。

なお，季節労働者全体の健康に関する考察

については，本稿では省略する。前回調査と

同様に，総じて，現在の健康状態が悪く ，

職業性関連疾患（じん肺，難聴，振動障害な

ど）を疑わせる各種の自覚症状が確認され

た 。また，年齢を調整して検討してみたと

ころ，就労群に対して非就労群で不調者が多

かった（資料 を参照）。

Ⅳ．まとめに代えて

「構造改革」路線は基本的に現政府によっ

ても踏襲されている。例えば社会保障分野を

とりあげてみても，総額費用の抑制という基

本スタンスは堅持されており，むしろ，後期

高齢者医療制度の創設など国民の新たな負担

増の発生，さらに，社会保障（年金）財源と

しての消費税増税も検討が開始されている 。

私達が考える季節労働者の貧困対策や建設

産業・公共事業改革の方向性については，す

でに川村（2007）に記載のとおりである。今

回の調査結果をふまえてあらためて以下に簡

潔にまとめておく。

第一の柱は貧困対策一般と共通するもので，

その一は，フルタイムで働いていながら最低

限度の生活さえ送れない事態を解決するため

の最低賃金の大幅な改善である（中小企業対

策が並行して必要なのは言うまでもない）。

二は，賃金に強く依存したわが国の生活保

障体制を見直し，直接的で手厚い社会保障制

度の充実を図ることである。制度が分立し，

しかも被保険者負担が大きい（国庫負担が小

さい）現行の保険方式では，低所得者層ほど

負担が厳しく給付内容は乏しくなってしまう。

所得と負担の関係の見直しや「最低保障年

金」の創設の検討などが必要である。

三は，貧困の最後の「防波堤」となるべき

生活保護制度の改善である。現状では，漏給

率が高く，また，制度の重要性が増している

にも関わらず，北九州の餓死事件に象徴され

る「水際作戦」「硫黄島作戦」など，保護の

現場では違法な運用や給付抑止策が行われて

いる。あげくに，老齢加算や母子加算の廃止

に加えて，保護基準の引下げが検討されもし

ている。かつて生活保護の受給者の多くは勤

労世帯であった 。受給しやすく，かつ，離

脱もしやすい制度への改革が必要である。

本調査結果をふまえた貧困対策の第二の柱

は，公共事業改革を通じた仕事づくりである。

すなわち，自由回答の多くに示されていると

おり，季節労働者の多くは仕事を求めている。

生活保護の制度や運用の改善それ自体は絶対

に必要なことであるが，仕事がありさえすれ

ばそこで「包摂」するのが本人にとっても社

会的コストの観点からも望ましい。そのため

には現行の「改革」とは異なる公共事業改革

が必要である。

現行の「改革」は，国際競争力の強化とい

う掛け声のもとで，大型・開発型の事業への

集中的な投資というスタンスがなお堅持され

ている。北海道でも，高規格道路の整備があ

らためて中期計画に盛り込まれた。だが，こ

れからの社会・経済環境の変化（人口の減

少・高齢者人口の増大，環境・エネルギー資

源の制約等々）あるいは地域経済への波及効

果や雇用効果の高さを鑑みるならば，リ

フォーム型・生活福祉関連型の公共事業への

転換が必要であると私達は考えている。当然

こうした事業を進めるにあたっては，各地域

で必要とされている事業の把握など自治体関

係者に求められる役割は大きい（かつて実施

された緊急地域雇用特別交付金事業のような

枠組みをイメージされたい ）。

いずれにせよ，公共事業改革については，
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従来の公共事業の概念に必ずしもこだわるこ

となく，また，わが国では完全に廃止させら

れた公的就労事業の整備も視野にいれ，北海

道というフィールドで，より具体的に考えて

いきたい。

最後に，以上にあげた中長期的な課題もさ

ることながら，生活困窮者がこれだけの規模

で発生していることへの緊急避難的な措置が

急がれることを強調しておきたい。

注

１ 2007年夏に，建交労道本部からの委託で行っ

た調査のまとめは川村（2007）を参照。

２ もっとも，高規格道路の整備の推進が国交省の

道路整備中期計画素案に掲げられていることに示

されるとおり，その「改革」は，無駄な投資の廃

止を意味するものではないし，私達が考える改革

とも異なる。

３ 「耐震偽装受け審査強化 道内建設関連，影響

ジワリ」『日本経済新聞』朝刊2007年10月17日

付。

４ 本稿で貧困という言葉を使う際は，一般的にイ

メージされる，所得水準の位置（低さ）だけを問

題視しているわけではない。労働市場や社会保障

制度あるいは人間関係など様々な領域からの「排

除」も問題視している（但し，所得水準の問題を

軽視するわけではない）。この点については，岩

田（2007），埋橋（2007）など，貧困と社会的排

除をめぐる議論について参照。

５ 宛先不明等の978件を除く5,331人分のうち，

回収されたのは714件で，そのうち有効回答は

711人である。

６ 本調査は現在就労していないものも対象として

いる。

７ 2007年に少しでも働いたもの（調査時点で働

いているものも含む）を「就労」群，全く働かな

かったものを「非就労」群とした。

８ 但し，現在生活保護を受給しているものは除く。

９ 各地域の詳細（市町村）は，下の表を参照。

10 ⑴資料 の一覧表中の「雇用形態等」欄で

「＊」がふされているのは，複数の回答を選択し

たもの（≒かけもち）が含まれていることを意味

する。⑵雇用形態で「農業（自営）」のみを選択

した場合は，業界・業種，職種，就労日数及び雇

用保険等については，「非該当」という処理をし

た。但し，「農業（自営）」とそれ以外の雇用形態

表 居住地別にみた回答者数
単位：人，％

石狩

恵庭市 19 13.9
江別市 46 33.6
札幌市 26 19.0
新篠津村 3 2.2
石狩市 1 0.7
千歳市 13 9.5
当別町 22 16.1
北広島市 7 5.1

計 137 100.0

後志

ニセコ町 18 11.7
岩内町 21 13.6
共和町 2 1.3
古平町 9 5.8
黒松内町 12 7.8
寿都町 7 4.5
小樽市 23 14.9
真狩村 3 1.9
神恵内村 5 3.2
仁木町 5 3.2
積丹町 2 1.3
赤井川村 3 1.9
島牧村 8 5.2
泊村 5 3.2
余市町 31 20.1

計 154 100.0

道南

せたな町 24 44.4
今金町 14 25.9
函館市 9 16.7
八雲町 7 13.0

計 54 100.0

空知

芦別市 34 7.5
浦臼町 10 2.2
歌志内市 5 1.1
岩見沢市 101 22.4
栗山町 3 0.7
月形町 7 1.6
砂川市 56 12.4
三笠市 6 1.3
沼田町 2 0.4
上砂川町 12 2.7
新十津川町 16 3.5
深川市 1 0.2
赤平市 8 1.8
滝川市 39 8.6
秩父別町 1 0.2
長沼町 43 9.5
奈井江町 17 3.8
南幌町 18 4.0
美唄市 12 2.7
由仁町 2 0.4
夕張市 58 12.9

計 451 100.0

胆振
むかわ町 1 0.3
伊達市 55 17.9
厚真町 1 0.3
壮瞥町 2 0.6
登別市 11 3.6
洞爺湖町 4 1.3
苫小牧市 205 66.6
白老町 24 7.8
豊浦町 5 1.6

計 308 100.0

日高

えりも町 2 3.0
新ひだか町 37 55.2
新冠町 10 14.9
日高町 15 22.4
平取町 3 4.5

計 67 100.0

道北

枝幸町 1 10.0
稚内市 1 10.0
美瑛町 6 60.0
留萌市 2 20.0

計 10 100.0

北網

遠軽町 19 7.5
興部町 14 5.5
訓子府町 24 9.5

佐呂間町 1 0.4
小清水町 15 5.9
上湧別町 30 11.9
西興部村 2 0.8
大空町 14 5.5
置戸町 12 4.7
津別町 10 4.0
美幌町 1 0.4
北見市 50 19.8
網走市 2 0.8
紋別市 16 6.3
湧別町 16 6.3
雄武町 27 10.7

計 253 100.0

十勝

浦幌町 1 0.3
音更町 29 7.8
芽室町 9 2.4
広尾町 20 5.4
更別村 8 2.2
士幌町 6 1.6
鹿追町 26 7.0
上士幌町 6 1.6
清水町 22 5.9
足寄町 18 4.8
帯広市 133 35.8
池田町 7 1.9
中札内村 3 0.8
豊頃町 15 4.0
幕別町 61 16.4

陸別町 8 2.2

計 372 100.0
釧根

釧路市 185 61.1
釧路町 45 14.9
根室市 9 3.0
中標津町 1 0.3
鶴居村 8 2.6
弟子屈町 39 12.9
白糠町 13 4.3
別海町 3 1.0

計 303 100.0
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を選択した場合には，記載のまま処理をした。⑶

また，「シルバー人材」のみを選択した場合は，

雇用保険は非該当で処理をした。それ以外（業界，

職種，就労日数等）については記載のまま処理を

した。

11 若い年齢層では，親の「持ち家」というケース

も含まれている。

12 参考までに，厚生労働省の老齢年金受給者実態

調査（平成18年）の結果をあげておく。すなわ

ち，本人の公的年金（共済組合の年金，恩給を含

む）の年金額の受給額（平均値）を５歳刻み（60

歳代後半～70歳代後半）でみると，男性ではそ

れぞれ，179.6万円，189.9万円，192.5万円，

女性では，93.2万円，99.1万円，95.4万円と

なっている。

13 年金の種類の回答については，現在掛け金を

「支払っている」とは限らない（免除してもらっ

ているという記述が一部にみられた）。

14 OECDの調査では，可処分所得の中央値の

50％が貧困ラインとされている。

15 例えば，日本学生支援機構による「学生生活調

査報告（平成16年度）」の数値をあげておく。す

なわち，大学生の学費及び生活費の合計は，国立

154万600円，私立206万2,100円にも及ぶ。

http://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei
 

chosa/data04.htmlを参照。

16「生活保護 高齢受給者，52％無年金」『日本経

済新聞』朝刊2008年１月22日付。

17 生活保護受給者については，医療保険の種類は，

「その他」に分類。

18 参考までに厚生労働省「国民生活基礎調査（平

成18年）」の結果を示すと，全世帯では「苦し

い」56.3％（「大変苦しい」22.8％，「やや苦し

い」33.5％），「１月以上１年未満の契約の雇用者

世帯」に限定しても，同じく63.2％（31.6％，

31.6％）である。

19 厚生労働省「労働者健康状況調査（平成14

年）」によれば，男性労働者の不調比率（やや不

調，非常に不調）は次のとおりである。すなわち，

40歳代（19.0％，1.8％），50歳 代（14.0％，

1.3％），60歳以上（8.9％，1.2％）である。

20 詳しくは川村（2007）を参照。

21「透ける消費税増税シフト 社会保障国民会議

が始動」『朝日新聞』朝刊2008年１月30日付。

22 後藤（2008）などを参照。

23 この事業をめぐる評価については，建設政策研

究所北海道センター（2002）を参照。
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